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1０．はじめに：容量市場におけるkW価値の提供および支払い行為に関する確認

第３回 市場整備ワーキンググループ資料より

容量とカウントされる期間
（契約期間）

【容量確保時期と契約期間の関係】

容量
（■年商品）

取引開始時期
（例：実需給●年前）

容量確保
契約発効

容量確保
契約終了

時間

容量確保時期や契約期間が長いと事業計画を
立てやすく、投資回収の予見性を高める

当初設定した想定からの変動リスク
小売事業者への短期的な負担増

バランス

実需給までの期間
（容量確保期間）

取引を複数回に分けることで、
時間の経過による変化を調整

【電源等】

 取引開始時に開催される容量オークションにおいて、●年後に電気を供給する能力（kW価値）と価格を入
札する。

 落札した電源等は、容量確保の契約発効時点から、■年間の契約期間、kW価値の提供を維持する。

 契約期間中の毎年度、その実績に応じて、容量オークションで約束された対価を受け取る。

【小売事業者】

 容量確保の契約発効後、契約期間中の毎年度、容量オークションで約束された金額を、例えば契約規模に
応じて小売事業者間で配分されたうえ、支払いを行う。



2１．背景：各プレイヤーの特徴と考えられる要望

 前述の役割を踏まえると、各プレイヤーの事業における特徴と容量市場に求める要望（特に容量確保期間、
契約期間等に関わる事項）は以下のようなものと考えられる。

プレイヤー 特徴および考えられる要望

新設電源  計画から運転開始までのリードタイムが長いため、投資の判断にあたっては、将来の収支見通しを
得ることを重視するのではないか。

 安価に資金を調達するために、不透明な事項を最低限の範囲に収めるニーズが高く、ある程度の
期間に亘る収入見通しを求めているのではないか。

既設電源  補修計画等の策定にあたり、将来の事業継続に関する見通しを得ることが必要なのではないか。
 一方、特に経年の進んでいる電源の場合、長期に亘る供給力の提供をコミットすることは困難な

のではないか（燃料費の急変等、短期的な要因が事業計画に影響を与えやすいと考えられる）。

DR
提供事業者

 確実な実施の目途は直前まで得られ難いのではないか（需要家としては、負荷遮断等の対応の
確実性を、事前には約束し辛いと考えられる）。

小売事業者  精度の高い事業見通しを得られるよう、容量市場の価格が長期的に安定していることを望ましいと
考えるのではないか。

 事業への参入・撤退障壁が高くなり過ぎないよう、長期的な支払をコミットすることは困難なのでは
ないか。

（その他、容量確保期間、契約期間等に関わる事項ではないが、価格形成の透明性確保、スポット市場価格低減

等の効果を実現することといった要望があるものと考えられる。）

系統運用者  安定供給を維持するために調整能力（ΔkW）を確保できるよう、電源のラインナップを早期に把
握しておくこと、および、容量市場で落札された電源による供給力提供の確度を高めたいとのニー
ズがあるのではないか。



3２．容量確保期間（オークションの実施から実需給までの期間）について

 容量市場における容量確保期間に関して、発電側の各プレイヤーに対し有益な仕組みとするためには、以下のよ
うな特徴を考慮のうえ、検討を行う必要があるのではないか。

 新設電源：環境アセスメント終了後に重要な投資判断がなされると考えられることから、建設工事期間（3～4
年程度）へ配慮する必要があるのではないか。
※新設電源については、建設計画から運転開始までに10年程度の期間を要することに留意が必要

 既設電源：定期事業者検査（タービン：2～4年、ボイラ：2年）の実施において、大規模な投資を伴う可能
性があることへ配慮する必要があるのではないか。

 DR事業者：被DR需要家との契約は、実需給に近い時点でなければ負荷遮断等の対応の確実な実効性の
把握が難しいと考えられることから、中長期のオークションへの参加は困難か。

 上記を踏まえると、発電側の各プレイヤーによる容量確保期間のニーズは、下表のような整理になるのではないか。

事業者種別 容量確保期間としてのニーズ

新設電源 中長期（例：3～4年程度）

既設電源 中長期（例：2～4年程度）

DR提供事業者 短期（例：1～2年程度）

 一方、小売事業者は、前述のとおり、当該年度毎にオークションの結果に従った支払いを求められることとなる。発
電側のプレイヤーとは異なり、設備投資・補修といった事項への配慮が不要なことから、容量確保期間による影響
は、僅かと考えられる。

 敢えて言えば、将来の負担額を想定し易いという観点で、中長期的かつ複数年に亘る金額がある程度定まるこ
とが望ましいか。



4（参考）火力電源新設のリードタイムについて

出所：第2回 市場整備ワーキンググループ資料より

第１回 容量市場の在り方
等に関する勉強会資料より



5（参考）定期事業者検査



6２－１．各プレイヤーの要望に応じた容量確保期間の案（オークション実施のイメージ①）

オークション対象年容量オークション（メイン）実施

例：4年

メインオークションでの約定
（中長期・１年）

○円支払

容量オークション（追加）実施

例：1年

△円支払
追加オークションでの約定
（短期・１年）

 発電事業者の予見性を高めるためには、必要な電源等を中長期的に確保することが必要であることから、現
実的な範囲内で、容量確保期間を極力長く設定することが望ましいと考えられる。

 従って、適切な時期に必要となる供給力をほぼ全量、１回で確実に確保できるような、メインとなるオークション
を行う仕組みを原則とすべきではないか。
メインとなるオークションにおいては、新設電源と既設電源の双方にとって参入障壁とならないような容量確保期
間を設ける必要があるが、前に述べた各事業者のニーズを踏まえると、４年程度が適切なのではないか。

 また、DR提供事業者の参入を妨げないことや発電事業者側の設備稼働状況の見極めに配慮すると、実際の
需給が近づいた時点（１年前程度）で、メインオークション時の見通しを修正する主旨も含め、追加オーク
ションを実施することとしてはどうか。
メインオークションと追加オークションの募集量をどの程度に配分するかは、DR事業者の実績等を踏まえ、別途
検討が必要。

オークション対象年

オークション対象年に必要と
なる供給力のほぼ全量を確
保することを前提としたオー
クションを実施する。

メインオークションにおける供
給力の不足等を調整するた
め、追加的にオークションを
実施する。



7２－２ ．容量確保期間に関する補論：追加オークションについて

 追加オークションにはどのようなプレイヤーが参加することを想定するか。

 前述のとおり、追加オークションは、中長期的な供給力の確保が困難な、DR提供事業者のような事業者の参
加を促す効果があるものと考えられる。

 上記に加え、追加オークションには需要想定の精度が高まった時点での調達量修正の側面もあると考えられる
ため、例えばメインのオークションで調達したkW価値が不十分であった場合などに市場管理者が調整を行う場
として活用することも考えられるのではないか。

 そのように考えた場合、メインオークションで約定した発電事業者等が、自らのリクワイアメントを履行できる見通
しが立たなくなった際に、追加オークションを利用して別の供給力を購入することでペナルティを回避するような行
動を採ることも可能となり、安定供給に向けた事業者の対応を促すことが期待できるのではないか。

 後述する複数年オプションを選択した発電事業者等が中長期的なコミットメントを解除する場合においても、
上記を応用して毎年買戻しすることで対応が可能ではないか。

 なお、オークションを複数回行う場合、市場支配力を有する事業者による不当な行為（価格操作など）が懸
念されるため、詳細設計にあたっては対策について十分に配慮する必要がある。



8（参考）追加オークションについてのイメージ

 発電事業者等が買い手として参加するオークションの需要曲線のイメージ

¥/kW ¥/kW

kW kW

市場管理者の設定する
需要曲線

発電事業者による
買戻しの曲線

買戻し希望量

買戻し希望価格
（ペナルティと同水準と想像）

メインのオークションと同等
で良いかは別途要検討

¥/kW

kW

合成した需要曲線
（および供給曲線）

＋ ＝

供給曲線

買戻し不成立

買戻し成立

 発電事業者等による買戻しを行う場合の精算のイメージ

メインオークション時

容量市場

発電事業者等① 小売事業者

P1円の支払い
を約束

追加オークション時

容量市場

市場管理者

発電
事業者等②

オークション対象年（需給実施年）

市場管理者

発電事業者等①

小売事業者

P2円の支払い

P1円の支払い

市場管理者

kW提供
を約束

発電
事業者等①

kW提供
を約束

P2円の支払い
を約束

発電事業者等②

（P1ーP2）円の支払い約束していた
kW提供量
を修正



9３．契約期間（kW価値の提供を約束する期間）について

 契約期間を短期的（単年）なものとするか長期的（複数年）なものとするかについては、以下に示すような
メリット・デメリットがあるものと考えられる。

短期的な契約期間とする場合 長期的な契約期間とする場合

メリット  DRや経年の進んだ既設電源にとっては、短
期的な経営判断が可能な仕組みとすることの
価値が高い

 市況を敏感に反映した値付けがなされる
（不適切な市場価格で固定化されるリスクが
低い、既契約電源等が既得権益化する懸
念が少ない）

 事業者にとっての価格変動リスクを緩和する
（特に新規投資を検討している発電事業者
にとっては、長期的な支払を約束されることに
よりファイナンス面でメリットをもたらす）

デメリット  事業者が価格変動リスクに晒される
（特に新規投資を検討している発電事業者
にとっては、ファイナンス面に対する十分な効
果を得難い）

 市場価格の高い時点で長期的な支払いが
固定した場合、国民経済的に負担増となる
可能性がある（ただし逆に市場価格の安い
時点で長期的支払いが固定される可能性も
ある）

 長期的な支払を約束された電源等が既得権
益化することで、新規電源（新技術）等の
参入が阻害される可能性がある（市場を歪
める）



10３．契約期間（kW価値の提供を約束する期間）について ~まとめ~

 短期的な契約期間、長期的な契約期間のどちらの場合にも、それぞれにメリット・デメリットがあることに鑑みれ
ば、短期間オプションと長期間オプションの双方を併存する考え方を採り得るものと考えられる（英国に実績あ
り）。

 しかしながら、長期間オプションを設定した場合において、後に将来展望における見誤りや制度的不備が顕在
化したとしても、既に締結した長期に亘る契約の履行が避けられないとすると、大きな損失となりかねない。

 以上のことから、まずは短期的な契約期間（１年間）として制度を開始し、約定価格の値動きや各事業者
の行動やニーズ等を把握した上で、将来的に適切な長期間オプションの導入について検討することとしてはどう
か。



11３－１．各プレイヤーの要望に応じた容量確保期間の案（オークション実施のイメージ②）

オークション対象年容量オークション（メイン）実施

例：3～4年

○円支払

メインオークションでの約定
（中長期・１年）

○円支払

○円支払 ・・・ ○円支払
メインオークションでの約定（長期間オプション）
（中長期・複数年）

 長期間（複数年）オプションの導入については、将来的な課題とすることが望ましいと考えられるが、仮に導入
した場合におけるオークション実施のイメージは以下のようなものと想像できる。

 中長期的な将来の供給力確保のため、数年前にメインとなるオークションを実施する。
その際、電源等を提供する事業者は、対象となる１年間の供給力提供（および対価受取り）を約束するこ
とを基本としつつ、複数年に亘る供給力提供（および対価受取り）を約束することも選択可能とする。

 複数年に亘る供給力提供を約束した場合、当該電源等は、次年度以降当面は既に供給力として提供済み
のものとして扱い、オークションには参加しない（あるいは自動的に約定される）ものとする。



12４．まとめ

 容量市場に関わる事業者等のニーズを勘案し、容量オークションにおける容量確保期間、契約期間等につい
ては、以下の考え方としてはどうか。

 数年前（4年前程度）に実施するメインのオークションに加え、対象年が近づいた時点（1年前程度）で追
加オークションを開催する。

 追加オークションに当たっては、発電事業者側の計画見直しに対する修正にも対応可能とすることで、安定供
給維持の一助とする。

 メインのオークション、追加オークションともに、１年間の供給力維持およびそれに対する支払いを約束する。
メインのオークションにおいて、長期間に亘る供給力維持およびそれに対する支払いの約束（長期間オプショ
ン）を選択する仕組みの導入是非については、制度開始後に実態を踏まえ、別途検討することとする。



13（参考）諸外国の事例

第３回 市場整備ワーキンググループ資料等より

国・地域 容量確保期間 契約期間

米国PJM ３年 １～３年

米国ISONE ３年 １～７年

英国 ４年 １～１５年

 集中型容量市場を導入している諸外国においても、容量確保期間は３～４年程度に設定されている様子。
 契約期間に関しては、基本的に単年としながら、新設電源およびそれに準ずるものに対しては複数年オプションが

用意されている。
複数年オプションの年数については、国・地域によって相当の幅がある。


